
日時：令和２年６月１７日（水）午後４時～

場所：鳥取県庁災害対策本部室（第２庁舎３階）ほか
＜感染拡大防止のため部屋を分散して参加＞

出席：知事、副知事、統轄監
令和新時代創造本部、交流人口拡大本部
危機管理局、福祉保健部
東部地域振興事務所、中部総合事務所、西部総合事務所
日野振興センター、アドバイザー

•議題：◇中国地方知事会のメッセージについて

◇移動制限に係る県民へのメッセージについて
◇その他

鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部（第１７回）

経済雇用対策本部会議（第５回）
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鳥取県から皆様へのお願い(６月１９日以降)

「新型コロナ克服3カ条」を守って、県内外への外出も含め、感染予防にあたりま
しょう。

県外との往来は、流行状況や各自治体が出す情報などを確認し、特に「感染警戒
地域」では｢三つの密｣を避けマスクや手洗など予防に努め、十分に注意してくださ
い。

※感染警戒地域については、県のHP等で随時お知らせします。

県内では、熱中症にも気をつけて、 「新型コロナウイルス感染予防対策協賛店」
のステッカーも参考にし、みんなで、観光地・飲食店・県産品などを応援しましょう。
中国五県でも観光なども楽しみましょう。
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教育委員会
イベント開催にあたっての注意事項

本県のイベント開催の条件の目安は、次のとおりとします。
＜対象期間：６月１９日～７月９日＞

•屋内イベントは、1,000人以下で、かつ収容定員の50％以下の参加人数
とすること。
•屋外イベントは、1,000人以下で、かつ人と人との間隔を十分確保する
こと（概ね２ｍ）。

開催にあたっては、感染防止策（発熱や風邪症状のある方の参加自粛
、三密回避、行事前後における交流の自粛、換気、手指の消毒、マス
クの着用等）を適切に実施してください。また、国において導入が予
定されているスマートフォンを活用した接触確認アプリの活用にご留
意ください。（接触確認アプリが提供可能になれば、県のホームペー
ジ等でもお知らせします。）

全国的又は広域的な人の移動が見込まれるものや参加者の把握が困難
なイベントは、中止を含めて慎重に検討してください。

※7/10以降については、今後の感染状況及び国が示す指針等を踏まえて、後日、お示しします。3



中国エリアからの観光誘客の推進

中国５県観光推奨メッセージの周知

県立観光施設（とっとり花回廊、二十世紀梨記念館、

燕趙園、チュウブ鳥取砂丘こどもの国等）の入口付近

への表示、鳥取県・鳥取県観光連盟ホームページへの

掲載 等

岡山・広島でのイメージ発信（４月補正）

・Twitter、Instagram、LINE を活用した本県の大自然を

ＰＲするＳＮＳ広告（6/19～）

・新聞へのイメージ広告掲載（6月下旬）

・デジタルサイネージ（電照看板）（山陽エリア主要駅で

調整中）

バスツアーに対する支援の再開（当初予算）

補助額：宿泊（3→6万円）、日帰り（1.5→3万円）

補助対象：20人→10人以上／台

県内の観光需要の回復に向けて、

中国エリアからの観光誘客を推進

中国地方限定



マスクのつけ方・はずし方
～コロナ予防と熱中症予防のポイント～

※マスクがないときは、
ハンカチや袖などで
口と鼻を覆うなど、
咳エチケットを

○症状がなくても、対面での会話や屋内の
人が集まるところでは、マスク着用

つける時 はずす時

○屋外で人と十分な距離（２ｍ以上）を
確保できる場合は、マスクをはずす

②多数が集まる

密集場所

③間近で会話
や発声をする
密接場面

①換気の悪い
密閉空間

○負荷のかかる作業や運動を避け、
周囲の人との距離を十分にとった上で、
適宜マスクをはずして休憩を

こまめな水分補給と
マスクをはずして休憩を

距離を十分にとり

高齢者は渇きを自覚しづらいので要注意！

２歳未満の子どもにマスクは危険！

（例）
・田畑での農作業
・散歩やウォーキング、自転車
・グラウンド・ゴルフなどの
屋外スポーツ

・集落などでの奉仕作業
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教育委員会
国通知による外出自粛の段階的緩和の目安

区分 県をまたぐ移動等 （うち観光）

ステップ①
6月1日～18日

○
一部首都圏、北海道と
の間の不要不急の県を
またぐ移動は慎重に。

△
観光振興は県内で徐々
に、人との間隔は確保

ステップ②
6月19日～7月9日

○

△
観光振興は県をまたぐものも
含めて徐々に。人との間隔は
確保。
＊GoToキャンペーンによる
支援（7月下旬～）

ステップ③
7月10日～31日

【移行期間後】
感染状況を見つつ、
8月1日を目途

○
＊GoToキャンペーンによる支援

（5/25 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室 通知による）
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教育委員会
国通知によるイベント開催制限の段階的緩和の目安

時期 収容率 人数上限
ステップ①
5月25日～6月18日

屋内 50%以内 100人

屋外
十分な間隔
できれば2m

200人

ステップ②
6月19日～7月9日

屋内 50%以内 1,000人

屋外
十分な間隔
できれば2m

1,000人

ステップ③
7月10日～31日

屋内 50%以内 5,000人

屋外
十分な間隔
できれば2m

5,000人

【移行期間後】
感染状況を見つつ、
8月1日を目途

屋内 50%以内 上限なし

屋外
十分な間隔
できれば2m

上限なし

収容率と人数上限でどちらか小さい方を限度（両方の条件を満たす必要）

＜基本的な考え方＞

（5/25 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室 通知による） 7



教育委員会
国通知によるイベント開催制限の段階的緩和の目安

8（注）どちらか小さい方を限度。他の場合も同様。

＜具体的な当てはめ＞



～中国５県 コロナと共存する新しい生活～
６月１９日からの外出についてのお願い！

★中国５県内で観光、飲食、買い物を楽しもう！
★ 外出に当たっては、手洗いやマスク着用の徹底、人との距離を

保つなど、「新しい生活様式」を実践し、感染を予防しよう！

★ 特に、感染が続いている地域への移動については、移動先の

流行状況や各自治体が出す情報等を確認し、リスクが高い施

設の利用は控えるなど慎重に行動しよう！

感染拡大防止と社会経済活動の両立を図るため、中国地方の県民の皆様へ外出についてのお願いです。

令和2年6月16日

島根県 山口県岡山県
トリピー しまねっこ ちょるるももっち

鳥取県 広島県
ブンカッキー
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